
 

 

 下水道は生活環境を安全で快適なものにするために重要な役割を果た

しています。 

 湯川村の下水道事業は、家庭からの生活汚水や事業所からの汚水を円

滑に排除・処理し、生活環境の向上と河川の水質保全に役立っています。 

 まだ下水道に接続されていないご家庭におかれましては、環境をより

一層向上させるためにも早期に接続されるようお願いします。 

◎助成制度について 

  新たに接続していただいた方には、排水設備設置工事助成制度（１件

１０万円）があります。 

 ※下水道受益者負担金及び分担金を納入いただいた方が対象です。 

 ※官公署・会社・事業所及び法人は対象になりません。 

 

《参考》各行政区接続率（接続世帯／世帯数） 

特定環境保全公共下水道事業区域 67% 農業集落排水事業区域 78% 

①  笈 川 70% ⑪ 沼 ノ 上 53% ①  勝 常 73% ⑪ 堂 畑 81% 

② 王 領 55% ⑫ 浜 崎 64% ② 五丁ノ目 85% ⑫ 三 島 91% 

③ 田 中 40% ⑬ 桜づつみ 100% ③ 佐 野 79%    

④ 笠 ノ 目 58% ⑭ 美 田 園 100% ④ 中 ノ 目 76%    

⑤ 米 丸 45% ⑮ 熊 川 80% ⑤ 上 扇 田 75%    

⑥ 森 台 53% ⑯ 上 樽 川 50% ⑥ 亀 ヶ 代 100%    

⑦ 八 日 町 58% ⑰ 石 伏 90% ⑦ 中 扇 田 68%    

⑧ 高 瀬 74% ⑱ 下 樽 川 45% ⑧ 中 台 85%    

⑨ 水 谷 地 48% ⑲ 松川団地 100% ⑨ 下 扇 田 100%    

⑩ 上田谷地 61% ⑳ 穂 花 100% ⑩ 北 田 58%    

※公共施設、会社、法人等は含みません。少数点以下端数切捨て。 


